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深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 防 災 士 の 資 格 を 取 得 し よ う と す る 者 に

対 し 、深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）

を 交 付 す る こ と に よ り 、 地 域 防 災 の リ ー ダ ー と な る 人 材 を

育 成 し 、も っ て 地 域 防 災 力 の 向 上 に 寄 与 す る た め 、補 助 金 を

交 付 す る こ と に 関 し 、 深 谷 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則

（ 平 成 １ ８ 年 深 谷 市 規 則 第 ５ ９ 号 ）に 定 め る も の の ほ か 、必

要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  防 災 士  特 定 非 営 利 活 動 法 人 日 本 防 災 士 機 構（ 以 下「 防

災 士 機 構 」 と い う 。） の 認 証 登 録 を 受 け た 者 を い う 。  

( 2 )  防 災 士 研 修 機 関  防 災 士 機 構 が 認 証 し た 研 修 機 関 で 、

か つ 、 防 災 士 機 構 が 定 め る 研 修 カ リ キ ュ ラ ム に 基 づ く

防 災 士 研 修 講 座（ 以 下「 講 座 」と い う 。）を 行 う 機 関 を

い う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、 防 災 士 の 資 格 を 取

得 し よ う と す る 本 市 に 住 所 を 有 す る 者 で あ っ て 、 次 の 各 号

の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

( 1 )  防 災 士 の 資 格 取 得 後 、 防 災 リ ー ダ ー と し て 市 内 の 自 主

防 災 組 織 等 で 活 動 す る 意 思 の あ る 者  

( 2 )  市 内 の 自 主 防 災 組 織 に 所 属 す る 者 又 は 自 治 会 に 加 入 し

て い る 世 帯 に 属 す る 者 で 、 当 該 自 主 防 災 組 織 の 代 表 者

又 は 自 治 会 の 長 の 推 薦 を 受 け た 者  

( 3 )  市 の 防 災 士 名 簿 に 登 録 す る こ と を 承 諾 し 、 防 災 士 の 資

格 を 取 得 し た 旨 の 情 報 を 、 市 長 が 市 内 の 自 主 防 災 組 織
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等 に 提 供 す る こ と に 同 意 す る 者  

( 4 )  市 税 に 滞 納 が な い 者  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 は 、 防 災 士 の 資 格 の

取 得 に 要 す る 費 用 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  防 災 士 研 修 機 関 が 実 施 す る 講 座 の 受 講 料  

( 2 )  防 災 士 機 構 が 実 施 す る 防 災 士 資 格 取 得 試 験 の 受 験 料  

( 3 )  防 災 士 機 構 に よ る 防 災 士 認 証 の 登 録 料  

 （ 補 助 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 前 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 経 費 の 合 計

額 の ２ 分 の １ を 乗 じ た 額 と し 、 ３ 万 円 を 上 限 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 は 予 算 の 範 囲 内 と し 、 １ 人 に つ き １ 回 限 り

と す る 。  

（ 交 付 の 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 防 災 士 研 修 機

関 が 実 施 す る 講 座 の 受 講 日 、 防 災 士 資 格 取 得 試 験 の 受 験 日

又 は 防 災 士 認 証 の 登 録 を し よ う と す る 日 の い ず れ か 早 い 日

ま で に 深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １

号 ） を 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、そ の 内 容 を 審

査 し 、交 付 の 可 否 を 決 定 し 、深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交

付・不 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ２ 号 ）に よ り 当 該 申 請 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 書 の 提 出 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下「 交 付 決 定 者 」

と い う 。）は 、防 災 士 機 構 に よ る 防 災 士 の 認 証 登 録 を 受 け た

と き は 、速 や か に 深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 実 績 報 告 書（ 様 式 第

３ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す

る 。  
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( 1 )  防 災 士 認 証 状 又 は 防 災 士 証 の 写 し  

( 2 )  第 ４ 条 各 号 に 掲 げ る 経 費 の 支 払 を 証 す る 書 類 の 写 し  

( 3 )  同 意 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）  

( 4 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 確 定 の 通 知 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、前 条 に 規 定 す る 報 告 書 を 受 理 し た 場 合 は 、そ

の 内 容 を 審 査 し 、適 正 と 認 め る と き は 、交 付 す べ き 補 助 金 額

を 確 定 し 、 そ の 旨 を 深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交 付 確 定

通 知 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に よ り 、当 該 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も

の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 手 続 ）  

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は 、 深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交 付

請 求 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 深 谷 市 防 災 士 育 成 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 に 不 備

が な い か を 確 認 の 上 、 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

( 1 )  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ っ て 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受

け た と き 。  

( 2 )  補 助 金 を 他 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

( 3 )  補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違 反

し た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 、補 助 金 の 交 付 決 定 を 取

り 消 し た と き は 、 既 に 交 付 さ れ て い る 補 助 金 を 返 還 さ せ る

こ と が で き る 。  

（ 交 付 決 定 者 の 責 務 ）  

第 １ ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 積 極 的 に 地 域 の 防 災
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活 動 及 び 市 が 実 施 す る 防 災 訓 練 等 に 協 力 す る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  


